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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成30年11月29日(2018.11.29)

【公開番号】特開2017-138891(P2017-138891A)
【公開日】平成29年8月10日(2017.8.10)
【年通号数】公開・登録公報2017-030
【出願番号】特願2016-20782(P2016-20782)
【国際特許分類】
   Ｇ０７Ｇ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０７Ｇ    1/00     ３０１Ｚ
   Ｇ０７Ｇ    1/00     ３３１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月17日(2018.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の釣銭機を搭載する第１の凹部と、第２の釣銭機を搭載する第２の凹部と、を備え
た筺体であって、
　前記第１の凹部の開口部が形成された操作面と、当該第１の凹部の開口部が形成された
操作面に対する側面または対向する面に前記第２の凹部の開口部が形成された操作面と、
を設け、
　前記第１の凹部と前記第２の凹部とを、上下方向で異なる高さに配置したことを特徴と
する筐体。
【請求項２】
　請求項１に記載の筐体において、
　前記第１の凹部を、前記第２の釣銭機より高い位置に配置したことを特徴とする筐体。
【請求項３】
　請求項１に記載の筐体において、
　前記第１および第２の釣銭機は、それぞれ硬貨投入口を有し、
　前記それぞれの硬貨投入口の上方に切欠部を設けたことを特徴とする筐体。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の筐体に搭載された、第１の釣銭機を有
する精算装置と、第２の釣銭機を有する精算装置と、
　前記精算装置で精算する購入代金を算出する登録装置と、を備えた精算所であって、
　前記登録装置を登録カウンタに設置すると共に、前記筐体に搭載された精算装置を前記
登録カウンタから離れた位置に配置し、
　前記筐体の、前記第１の凹部の開口部が形成された操作面と前記第２の凹部の開口部が
形成された操作面との頂部を、前記登録カウンタ側に向けて設置したことを特徴とする精
算所。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するために、第１の釣銭機を搭載する第１の凹部と、第２の
釣銭機を搭載する第２の凹部と、を備えた筺体であって、前記第１の凹部の開口部が形成
された操作面と、当該第１の凹部の開口部が形成された操作面に対する側面または対向す
る面に前記第２の凹部の開口部が形成された操作面と、を設け、前記第１の凹部と前記第
２の凹部とを、上下方向で異なる高さに配置したことを特徴とする。
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